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ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会（第10回） 

１．日時：令和３年４月９日（金）１７：００～１８：５３ 

２．開催形式：ＷＥＢ会議 

３．出席者： 

＜構成員＞ 

大橋座長、相田座長代理、大谷構成員、岡田構成員、長田構成員、林構成員、藤井構

成員、三友構成員 

＜オブザーバ＞ 

全国知事会、全国市長会、全国町村会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社

団法人電気通信事業者協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会、一

般社団法人日本ケーブルテレビ連盟、日本電信電話株式会社、KDDI株式会社、ソフト

バンク株式会社、株式会社オプテージ 

＜総務省＞ 

竹内総合通信基盤局長、今川電気通信事業部長、大村事業政策課長、川野料金サービ

ス課長、梅村データ通信課長、大内料金サービス課企画官、西浦事業政策課ブロード

バンド整備推進室長、香月事業政策課調査官、甚田事業政策課課長補佐、中川事業政

策課課長補佐 

 

 

【大橋座長】  本日は皆さん、お忙しいところ御参加くださいましてありがとうござい

ます。定刻ですので、ただいまからブロードバンド基盤の在り方に関する研究会、第10回

を開催いたします。 

 本日の会議は、前回同様、ウェブの会議での開催ということとさせていただきました。 

 まず事務局から、この会議システムのこととか、あるいは配付資料の関係での留意事項

について、お願いできればと思います。 

【甚田事業政策課課長補佐】  事務局でございます。本日は、御発言に当たりましては

お名前を冒頭に言及いただきますようお願いいたします。また、ハウリングや雑音混入防

止のため、発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。ま

た、チャット機能もございますので、音声がつながらなくなった場合など、必要がありま

したらそちらも御活用いただければと思います。 
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 ウェブ会議への接続が切れた場合などは、大変お手数でございますが、事前に事務局よ

りお送りしたＵＲＬにもう一度ログインし直していただければ幸いでございます。 

 資料につきましては、資料１０－１を配付してございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

【大橋座長】  ありがとうございます。それでは、本日の議事に入りたいと思います。 

 本日は、ブロードバンドのユニバーサルサービス化に向けた論点の具体的検討というこ

とで、事務局からまず御説明いただいて、その後、意見交換をさせていただければと思い

ます。 

 まず、事務局から御説明のほうをお願いいたします。 

【香月事業政策課調査官】  事務局の事業政策課の香月です。よろしくお願いいたしま

す。 

 資料１０－１を御覧いただきたいと思います。本日は、ブロードバンドのユニバーサル

サービス化に向けた論点の具体的検討について御議論いただきたいと思っております。 

 １ページおめくりいただきたいと思います。目次でございますが、本日は６つの柱を立

てております。まず１つ目は今後の検討スケジュール案。２つ目、提供確保すべき役務。

３つ目、有線ブロードバンドサービスに関する規律の考え方。４つ目、交付金負担の考え

方。５つ目、役務の品質について。６つ目、有線ブロードバンド未整備エリアにおけるブ

ロードバンドサービスの提供確保方策でございます。 

 次に２ページでございます。今後の検討スケジュールでございます。 

 昨年の11月から第Ⅱ期における検討で御議論いただいてきております。第８回では論点

を網羅的にお示しし、御議論いただいておりまして、また第９回は非公開で御議論いただ

きました。本日が第10回となります。今後、次回、品質関係について御議論いただき、そ

の後、取りまとめ骨子、取りまとめ案、それから取りまとめというふうに進めていただけ

ればと考えているところでございます。 

 次、３ページでございます。２つ目、提供確保すべき役務でございます。 

 （１）提供確保すべき役務に関する制度の考え方でございます。電気通信事業法では、

あまねく日本全国における提供が確保されるべき電気通信役務を基礎的電気通信役務とし

て位置づけ、支援を行う制度が運用されております。こうした制度を踏まえながら、ブロ

ードバンドサービスの整備状況、主体の違いなどを考慮した上で、ブロードバンドサービ

スの提供維持のための枠組みを検討することとしてはどうか、としてございます。 
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 （２）提供を確保するために支援の対象とする役務でございます。ユニバーサルサービ

ス制度の運用に当たっては、いわゆる３要件（不可欠性、低廉性、利用可能性）だけでは

なく、提供に要する費用について支援が必要となるかということについても考慮されてき

ております。 

 有線ブロードバンドサービスは、条件不利地域などにおいては維持運用経費が事業者の

大きな負担となっている場合も多く、維持が困難となる可能性があることなどを踏まえる

と、維持運用経費について支援を行う必要があると考えられるのではないか。 

 一方、携帯ブロードバンドサービスについては、基本的には競争により全ての世帯にお

けるエリアカバーが実現される見込みであるため、維持運用経費について支援を行う必要

がないと考えられるのではないか。 

 ④ですが、支援対象とする役務の検討の際には技術中立性の確保に留意することが必要

であることから、市場環境の変化によって、携帯ブロードバンドサービスについても維持

運用経費の支援が必要と考えられる状況が発生した場合など、状況に応じて、提供を確保

するために支援対象とする役務について機動的に見直す仕組みとすることが必要ではない

か、としてございます。 

 次に６ページでございます。有線ブロードバンドサービスに関する規律の考え方で、こ

の論点につきましては６つのトピックに分けてございます。 

 まず１つが基本的な考え方。２つ目、エンドユーザ向けの役務に対する規律。３つ目、

規律の対象。４つ目、卸役務に対する規律。５つ目、支援対象事業者に対する規律。６つ

目、いわゆるラストリゾート事業者の責務についてでございます。 

 ７ページでございます。有線ブロードバンドサービスに関する規律の基本的な考え方で

ございます。 

 有線ブロードバンドサービスの適切、公平かつ安定的な提供を確保するため、提供事業

者には一定の規律を課す必要があるのではないか。具体的な規律として、例えば提供義務、

約款規制、料金規制、技術基準適合義務などが考えられますが、有線ブロードバンドサー

ビスについてどのような規律が課されるべきか、規律の内容ごとに検討すべきではないか。 

 ③ですが、ブロードバンド市場では、加入電話と異なりサービス提供事業者（卸先）と

設備設置事業者（卸元）が分かれている場合も多いため、そのような場合であったとして

も有線ブロードバンドサービスの適切、公平、安定的な提供が図られるようにすることが

必要ではないか。 
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 具体的には、（ア）エンドユーザ向けの役務提供に係る規律、（イ）設備設置事業者によ

る卸役務提供に係る規律、（ウ）交付金による支援の対象となる事業者（支援対象事業者）

に追加的に課される規律について、個別に検討することが必要ではないか。 

 ※印でございますが、役務提供維持のためには設備維持が図られることが前提になる、

また、その支援額は設備維持に要する費用を元に算出することが想定されることから、支

援対象事業者は設備設置事業者である必要があるのではないか、としております。 

 次に８ページでございます。２つ目のトピックとして、エンドユーザ向けの役務提供に

係る規律でございます。 

 （１）約款料金に関する規制でございます。（ａ）の①約款料金について、現行の電話に

おける規律の概要と規律の趣旨を書いてございます。この趣旨としては、適切な料金その

他の提供条件で公平に役務提供されることを担保するためというものでございます。 

 （ｂ）有線ブロードバンドサービスへの適用の考え方。有線ブロードバンドを提供確保

すべき役務として位置づける場合においても、役務が全ての利用者に対して適切な料金そ

の他の提供条件で公平に役務提供されることを担保するために、一定の約款・料金規制の

必要性はあると考えられる。 

 一方、有線ブロードバンドサービスは複数の事業者が競争環境にあり、様々なサービス

が提供されている状況に鑑み、必ずしも全ての利用者に対する同一の提供条件を担保する

必要はないのではないか。このため、提供条件については相対取引による約款外での役務

提供を認めつつ、一定の契約条件による役務提供を保障する約款規制において対応するこ

とが考えられるのではないか。 

 ④ですが、また料金については、料金の算出方法の適正性・明確性についての規制を設

けることが必要ではないか。 

 また、さらに料金の額については、利用者に対して役務が適切、公平かつ安定的に提供

されることを担保するための制度的な枠組みを設けるべきではないか。ただし、事業者に

よる事業継続が困難とならないような仕組みを検討するとともに、現時点では条件不利地

域において料金が高止まっているというような状況が確認できていないことも踏まえて、

事業者にとって過度の負担とならないよう十分に配慮すべきではないか、としております。 

 ９ページでございます。エンドユーザ向けの役務提供に係る規律で、その他の規制でご

ざいます。 

 電話におけるサービスにおける規律の内容・趣旨などをこの青い表に載せておりますが、
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（Ａ）契約約款の提示・公表義務。これは現行規律の趣旨としましては、利用者に対して

適用される提供条件を定めた約款を広く周知するということを担保するものでございます。 

 役務提供義務は、事業者の業務区域において、利用者からサービス提供の申出があった

場合に正当な理由なく拒んではならないというものでございまして、適切、公平・安定的

な提供を確保するためのものでございます。 

 それから技術基準適合の維持、その自己確認の義務がございまして、これは安定的かつ

確実な提供を確保するためというものでございます。 

 これらについて、有線ブロードバンドについて役務提供を確保すべきサービスと位置づ

けた場合には、有線ブロードバンドにおいても適用すべきではないかとしてございます。 

 次に10ページ、規律の対象でございます。 

 エンドユーザ向けの役務提供に係る規律については、全ての利用者に対してサービスの

適切、公平かつ安定的な提供を確保するためには、有線ブロードバンドサービスを提供す

る事業者全てに規律を課すことが原則と考えられるのではないか。 

 しかし、多くの事業者が存在することも踏まえ、規制による事業者及び行政における負

担を極力低減する仕組みを検討しつつ、負担が大きくなると考えられる場合、必要に応じ

て、エンドユーザ向けに係る規律の対象を事業者全てではなく、有線ブロードバンドサー

ビス提供事業者の一部に限定するという考え方について、どのように考えるか。 

 ③ですが、全てに規律を課すことを原則としつつ、利用者への影響の小さい中小事業者

（支援対象事業者を除く）を除外するという方法について、どのように考えるか。 

 支援対象事業者については、中小規模であったとしても交付金の交付を受けることに伴

い、役務の適切、公平かつ安定的な提供を確保することが求められることから、規律の対

象とすべきではないかということを※印に書いております。 

 ④ですが、規律の対象について、支援対象事業者に限定するということも考えられます

が、エンドユーザ向けの役務提供に係る規律は、利用者に対して役務が適切、公平かつ安

定的に提供されることを担保するための規制であり、提供確保すべき役務として位置づけ

ることに伴うものと考えるべきであることから、支援対象事業者に限定することは適当で

はないのではないか、としております。 

 次に13ページでございます。４番目のトピックであります卸役務の扱いでございます。 

 サービス提供事業者（卸先）と設備設置事業者（卸元）が分かれている場合、卸先にお

ける役務の適切、公平かつ安定的な提供を確保するためには、卸元による卸役務の適切、
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公平かつ安定的な提供を確保することが必要ではないか。規律の検討の際には、エンドユ

ーザに適切、公平かつ安定的な提供を確保するという規制の目的に照らし、卸役務を規制

することが必要であるか、また、その規制が必要であるとして、どのような形で規制する

ことが適切・有効であるかという点を検討することが必要ではないか、としてございます。 

 次に14ページでございます。５つ目として、支援対象事業者に対する規律でございます。

ここの赤い表で書いてありますのは、電話におけるサービスの規律の内容・趣旨、それか

ら有線ブロードバンドサービスへの適用をまとめたものでございます。 

 現行電話ですと、収支状況の整理・公表義務というのがございます。こちらは交付金を

会計上適正に管理し、負担対象者に対する透明性を確保するためというものでございまし

て、その趣旨を踏まえると、有線ブロードバンドにおいても適用すべきではないかとして

おります。 

 業務区域の基準適合義務でございます。これは、一定の面的な広がりを持った役務の提

供を確保し、総体として全国あまねく提供が実現する蓋然性を高めるためというものでご

ざいまして、現行の電話の場合の基準は、都道府県の区域における全ての世帯数に占める

役務を提供することが可能な世帯数の割合が百分の百であることとされております。 

 これを有線ブロードバンドに関しても、その支援対象事業者に対して業務区域の範囲が

基準に適合することを求めることが必要ではないか。ただ、※印で書いておりますが、交

付金スキームにより支援対象とする地域、例えば１者提供地域かつ高コスト地域とするこ

となどが必要ではないかとしてございます。さらに、交付金の交付を受けた事業者のエリ

アを維持させる仕組みを措置する必要があるのではないかとしてございます。 

 （Ｃ）ですが、支援機関への収支状況等の届出義務。支援機関における交付金の額の算

定に用いるためでございまして、そうした届出は有線ブロードバンドサービスにおいても

必要ではないか、としております。 

 次に15ページでございます。ラストリゾート事業者の責務について。現行の電話のユニ

バーサルサービス制度では、ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西はＮＴＴ法において、国民生活に不

可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与

することが規定されていることなどによりまして、いわゆるラストリゾート事業者の責任

を負っております。ブロードバンドサービスの提供維持のための枠組みの検討に当たって、

特定の事業者に同様の責務を課すことについて、どのように考えるかということでござい

ます。 
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 次に20ページでございます。４つ目の論点でございます。交付金負担の考え方、負担対

象者でございます。 

 ①の交付金を負担する主体として受益者負担の考え方を採用した場合、ブロードバンド

サービスの利用者が増加する、または減少しないことにより、ブロードバンドサービスの

魅力が高まることで利益を得る事業者全体が広く応分の負担をするのが適当ではないか。

この際、ブロードバンドサービスを提供する事業者のみならず、ＯＴＴ業者も受益者であ

り、本来的には負担対象者とすることも考えられますが、ａでございますが、負担を求め

るに当たっては負担対象者の捕捉や徴収の可能性についても考慮すべきであること、ＯＴ

Ｔ事業者の収入の中でどのような部分を算定対象とすべきとするかの確定などが困難であ

ること。ｂでございますが、ＯＴＴ事業者は自らのサービスを提供する際に必要となるブ

ロードバンドサービスの利用者でもあり、ブロードバンドサービスを提供する事業者を負

担対象者とする場合、利用者に対して負担が転嫁されることも想定されます。そうした場

合にはＯＴＴ事業者に対する二重負担となる可能性があるのではないか。ｃでございます

が、諸外国においては現時点においてＯＴＴを負担対象としていないこと、などを踏まえ

ますと、ＯＴＴ事業者を負担対象者とすることについては慎重になるべきではないか。 

 以上を踏まえまして、少なくとも当面の間は、ブロードバンドサービスを提供する電気

通信事業者を負担対象者としてはどうかとしております。 

 また、④ですが、無線ブロードバンドサービスを提供する事業者についても、ブロード

バンドサービスの利用可能者が増加すれば、電子メール、メッセージングアプリ、テレビ

電話等によるやり取りが可能な者が増加し、無線ブロードバンドサービスの魅力を高める

こと、増大する移動通信トラヒックを、オフロードを行うことによって通信環境の品質を

向上させることが可能となることを踏まえますと、無線ブロードバンドサービスを提供す

る事業者も受益者と位置づけて差し支えないのではないか、としております。 

 次に21ページでございます。２番、負担金算定の単位でございますが、１事業者当たり

の負担金額を算定する方法として、まずア、事業収益を基に負担金額を算定する方法、イ、

契約数を基に算定する方法が考えられるところでございます。 

 この事業収益を基に算定する方法については、ブロードバンドサービス提供事業者が自

らの収益の中からブロードバンド事業の収益のみを切り出すことが前提となりますが、そ

うした数値を把握するための簡素な仕組みを構築することが難しい。また、事業者にとっ

て負担になる可能性があるということを留意する必要があるのではないか。 
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 また、③ですが、契約数を採用する場合には、ブロードバンドサービスの契約の内容は

様々ですので、どういった形態を１契約とするかの検討が必要ではないかとしてございま

す。 

 ３番、エンドユーザへの転嫁でございます。事業者に負担を求める場合、負担金算定の

単位がどうであれ、事業者のサービス提供の費用には影響が生じることとなるのではない

か。ユニバーサルサービス料金という形で明示的に転嫁しない場合であったとしても、エ

ンドユーザ料金への影響は生じざるを得ないのではないか。そうしますと、転嫁を認めな

い制度というのは難しいのではないか、としております。 

 次に26ページでございます。５つ目の論点である役務の品質でございます。 

 １番、まず通信速度についてでございます。基本的な考え方は、第Ⅰ期論点整理で御議

論いただいた内容を点線で囲ってございます。 

 テレワーク・遠隔教育・遠隔医療などを安定的に利用することができるようにするため

のブロードバンドの内容（品質）を確保することが望ましいのではないか。具体的には、

１人当たり通信速度として上下数Ｍｂｐｓ程度の実効速度を安定的に利用できることや、

通信容量として少なくとも月当たり数十ギガ利用できること、との意見があったことを踏

まえ、内容（品質）を検討することが適当。また、実効速度と名目速度の二通りが存在し

ますが、あらゆる状況下での実効速度を担保することが困難であることを考慮すれば、名

目速度をベースに考えることが適当。 

 ②でございます。有線ブロードバンドサービスについて、テレワーク・遠隔教育・遠隔

医療など安定的に利用することが困難である品質のものも、現状においては提供されてお

ります。こうしたことを踏まえますと、提供確保すべき有線ブロードバンドサービスにつ

いて一定程度の品質を担保するとともに、交付金による支援の対象を明確化するために、

そうしたサービスが満たすべき名目速度を規定していくべきではないか。 

 また、第Ⅰ期の論点整理では、併せて名目速度との大きな乖離を防止するため、実効速

度をサンプルとして計測する仕組みなどを検討することとする、としておりますが、令和

２年12月から開催されている固定ブロードバンドサービスの品質測定手法の確立に関する

サブワーキンググループの検討状況を踏まえた検討を行うことが考えられるのではないか、

としてございます。 

 次に27ページでございます。通信速度についての続きでございまして、具体的な通信速

度の検討方針でございます。 
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 テレワーク・遠隔教育などの利用のために、実効速度で１人当たり数Ｍｂｐｓ、世帯で

すと10Ｍｂｐｓ程度が安定的に利用できることが望ましいことから、最低でも下り名目速

度10Ｍｂｐｓ程度以上とすることが必要ではないか。 

 ②、検討の際、諸外国における事例を参考とすることが必要ではないか。 

 ③、具体的な通信速度は、事業者によるサービスの提供エリアなどの状況や最新技術の

動向などを踏まえて決定するとともに、機動的に変更することが可能な仕組みとするべき

ではないか、としてございます。 

 次に30ページでございます。通信速度についての続きでございまして、（３）帯域保証型

サービスでございます。 

 帯域保証型サービスについては、②（ア）ですが、ベストエフォート型のサービスより

も利用料金が高額であり、一般的に利用される必要最低限の不可欠なサービスであるとは

言い難い一方で、（イ）企業や学校等教育機関においては、通信確保のために一定程度の利

用がされているといった実態を踏まえるべきではないか、としてございます。 

 また、２番ですが、通信速度以外の役務品質についてでございます。遅延時間、パケッ

ト損失率、揺らぎなどの通信速度以外の役務品質について、どのような基準を設けるべき

かの検討が必要ではないか。 

 ３番でございます。役務品質以外の技術基準に関する検討について、予備機器設置や停

電時における電源対策などの、役務品質以外の技術基準に関してどのようなものが必要と

なるかの検討を行うべきではないか。具体的な規律については、事業者において自主基準

を定めているかなどの実態を踏まえて検討するべきではないか。 

 次に31ページでございます。４、事業者ヒアリング項目案でございます。 

 こうした点について事業者からヒアリングすることとしてはどうか。ヒアリング項目と

して以下に挙げたもの以外が考えられるか。ヒアリング対象者の案としましては、有線ブ

ロードバンド事業者、携帯ブロードバンド事業者としてはどうか。また、そのヒアリング

の項目としては、①下りの名目速度が10Ｍｂｐｓ、30Ｍｂｐｓに満たないエリアは存在す

るか。②実効速度はどの程度となっているか。③遅延時間、パケット損失率、揺らぎなど

の品質基準をブロードバンドサービスについて設けることが考えられるか。④予備機器の

設置の基準、停電時における電源対策など、電話用設備に対しては課されているが、ブロ

ードバンドサービスの提供に関する設備には課されていない規律について、ブロードバン

ドにも課すことが困難なものがあるか。⑤帯域保証型サービスの実態はどのようになって
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いるか、でございます。 

 次に34ページでございます。６つ目の論点でございます、有線ブロードバンド未整備エ

リアにおけるブロードバンドサービスの提供確保方策でございます。 

 ①2022年度以降も残る有線ブロードバンド未整備エリアは、令和２年度の補正予算事業

によっても整備されなかった地域である。このような地域においては無線ブロードバンド

サービスを活用することにより、ブロードバンドサービスの提供確保を図ることが考えら

れるのではないか。②無線により有線の提供を補完する仕組みの例として、電話のユニバ

ーサルサービス制度においてワイヤレス固定電話という制度が設けられておりますので、

こうした例を参考とすることが考えられるか。③有線ブロードバンドの場合にはあまねく

提供する事業者がいない中ということを踏まえますと、無線ブロードバンドサービスの提

供を維持するための仕組みとしては、携帯ブロードバンドサービス提供事業者のサービス

エリアを維持する仕組みを設けることが考えられるのではないか。④このような方策につ

いては、電波部で開催しておりますデジタル変革時代の電波政策懇談会移動通信システム

等制度ワーキンググループにおいて、いわゆるプラチナバンドなどを保有する移動通信事

業者に期待される役割が論点の１つにもなっておりますので、その懇談会の議論を踏まえ

て検討するべきではないか。⑤携帯ブロードバンドサービスの品質・技術基準の在り方に

ついては、事業者のヒアリングなども踏まえて検討すべきではないか。⑥有線ブロードバ

ンドの整備についても地域の実情を踏まえた支援策を検討することが考えられるのではな

いか、としてございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【大橋座長】  ありがとうございます。それでは、以降、委員の方々の間で御意見、御

質問をいただきたいと思います。 

 目次にあるように、１ページ目ですが、本日は非常に多岐にわたる論点でありますが、

基本的に論点を区切らないで、皆さんからお気づきの点をそれぞれおっしゃっていただく

形でいいかなと思っています。 

 どなた様からでも、お知らせいただければ指名をさせていただきますので、よろしくお

願いします。 

 相田先生、お願いします。 

【相田座長代理】  主に５の役務の品質についてということで、それに関連して幾つか

お話しさせていただきたいのですが、ここにも書いておりますように、ある意味本当に必
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要なことは、１人２Ｍｂｐｓ相当が使えるということであるわけですが、固定の場合です

と、２Ｍｂｐｓ×家族の人数と、必要な数値が契約者によって違うというところが一つ厄

介なところなのかなと思います。 

 それと私、総務省のＩＰネットワーク設備委員会というところで、いわゆる通信事故の

報告制度というようなところでも関与しているわけですが、ここのところで、もし実効速

度が何Ｍｂｐｓ必要だというようなことをお決めいただけると、それを何時間以上にわた

って満たさなかったら通信事故だというようなことで、すぱっと言えるのですが、こちら

で決めるのが名目速度ということだとすると、ＩＰネットワーク設備委員会のほうで別途

通信事故の定義をしなきゃいけないということで、こちらに仕事が回ってくるという感じ

ではあるのですが、より具体的なことに関して言いますと、31ページの事業者ヒアリング

の項目の①のところで、「業務エリアのうち下り名目速度が10Ｍｂｐｓ、30Ｍｂｐｓに満た

ないエリアは存在するか」という質問の聞き方になっているのですが、これは技術的にそ

のスピードができないエリアはあるかというような問いのように見えるのですが、それと

は別に、家族構成で人数が少ないので別に10Ｍｂｐｓも要らないよと。あるいは、そちら

のサービスの方が料金が安いので、安いほうのサービスでいいよというようなことで、利

用者側の選択としてもっと遅いサービスが選ばれているというようなことがあるのであれ

ば、それについても知りたいなというのが１点でございます。 

 今のことと関連して、交付金の負担事業者のことに関して、今も申し上げましたように、

同じ事業者が最終的に決まったブロードバンドの基準に満たないようなサービスも提供し

ているというときに、その分の利用者数なり、場合によってはそこから生じる利益という

ようなものを負担の割合として考えるのか考えないかというのは、一つ論点になり得るの

ではないかなと思いました。 

 私からは取りあえず以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。次に林委員、お願いいたします。 

【林構成員】  ありがとうございます、林でございます。私からは２件ございます。 

 １つは、モバイルブロードバンドの活用、有線ブロードバンドの活用の点なのですが、

これまでもこの研究会の議論の中で、ブロードバンド全体の規律を考える場合には、有線

のみに着目した規律とするのはバランスを欠くのではないかと、言い換えれば技術中立性

に配慮するようにということだったと思います。 

 その観点というのは非常に重要だと思っていまして、ここに直接は掲げられていないの
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ですが、モバイルブロードバンドだけではなくて、将来的には衛星ブロードバンドのよう

なものも選択肢に加えて検討していくことが課題になるのではないかなと思います。 

 現時点では、下りも上りも伝送速度は衛星インターネットサービスというのは非常に遅

いと思うのですが、将来的にはスペースＸのスターリンクなどの、通信衛星のコンステレ

ーションの技術が発展してきていますので、そうすると100Ｍｂｐｓとかというのが下り

でも出るようなことが、将来的には可能になってきているとも聞きますので、その辺りも

踏まえて、可能性を閉じた形ではなくて、前広に検討していくということが大事なのかな

と思いました。それが１点でございます。 

 もう１点は、先ほど紹介していただきました35ページのところで、電波政策懇談会のワ

ーキンググループで、私もそこでプレゼンをさせていただく機会があったのですが、その

発言も少し紹介いただいておりますが、それを敷衍して申し上げますと、ここにも掲げら

れていますように、電波は公共の財産ですので、周波数の割当てを受けた事業者というの

は、ある意味公共の福祉を増進させる責務があるのではないかと。そういう意味で、周波

数の割当ての仕組みでも、電波を受けた事業者による公共の福祉への費用を義務づけるこ

とができないかと思ったところです。 

 例えば、条件不利地域におけるブロードバンド環境の整備を努力義務とすることも考え

られますし、これだけではなくて、開設計画の認定制度以外の手法も併せて検討するとい

うことが必要ではないかと申し上げました。 

 これは付言しますと、電波という財の性質上、最新の技術を最大限活用することで経済

的・社会的に大きな効用をもたらすという特質があるからこそ、割当を受けて排他的に利

用できる立場を与えられた者には、通常の民間企業からは一段高い、ある種の公共性が求

められるのではないかと。要は電波利用のノーブレス・オブリージュという考え方があり

得るのではないかと。それを担保し促すための仕組みをつくっていくのは国、すなわち総

務省の責務ではないかという問題意識で述べたものでございます。 

 以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。次に三友委員、お願いいたします。 

【三友構成員】  三友です。今、林先生から御指摘があった２点、それぞれ私も全く同

感でございまして、２番目については、今、電波政策懇談会のほうで検討を進めていると

ころでございます。 

 私からは２点ございまして、１点目は、今、林先生がおっしゃった１点目と共通すると
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ころでありますが、何かといいますと、それは競争条件への影響を慎重に検討すべきであ

るという点です。 

 10ページ目の③で有線ブロードバンド事業者間のことは書いてあるのですが、どうもこ

の冒頭の部分を読みますと、有線のブロードバンド市場と無線のブロードバンド市場は何

か別のもののように扱われている印象がございます。 

もちろん有線ブロードバンド間の競争も、将来的には問題になってくる可能性はありま

す。もちろん、１つの地域の中では１社しかないにしても、隣の地域との競争とか、そう

いういろいろな形での競争が出てくると思いますので、例えば大規模事業者と中小の事業

者の間での競争条件をどういうふうに担保していくかとか、そういったことがまずあると

思います。 

 それと同時に、もっと重要なのは、将来、無線系のブロードバンド市場というものが、

この先の無線技術の進歩によってかなり大きくなっていくのではないかなと思います。 

 その時に、仮に利用者が利便性を求めて無線系のほうに移ってしまった後も、もし有線

だけがユニバーサルサービスであれば、これを提供し続けなきゃいけないという義務が残

ります。 

 鉄道で例えて言うなら、新幹線が開業して、多くの場合は在来線が廃止されましたが、

その在来線を提供し続けなきゃいけないというような、何かそういうことが起こり得るの

ではないかなという危惧がありまして、そういう意味では、やめるときの条件というのも

やはり明確にしておく必要があるのではないか。さもないと、コストあるいは負担のみが

残るということが起こり得るわけであります。 

 次に２番目ですが、私、総務省の別の会議体でユニバーサルサービス政策委員会にも属

してございます。 

 今、そこで何を検討しているかということは、多分10年20年先の、このブロードバンド

ユニバーサルサービスの検討内容にもなり得るので、ちょっとお話ししておきたいと思い

ますが、今、ユニバーサルサービス政策委員会で検討していることは、第一種公衆電話の

問題です。 

 御承知のように、第一種公衆電話というのはＮＴＴに義務が課されておりまして、一定

の範囲に必ず１つなければいけないようになっているのですが、ほぼ全て赤字の状態であ

ります。中にはほとんど使われていないものも正直あるわけであります。 

 しかし、公衆電話をやめるという議論をしたときに、例えば高コストの公衆電話から、
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上から切っていけばよいと、当初、私も考えていましたが、実際にそういう高コストの公

衆電話はどういうところにあるかというと、例えば人口の少ない離島に１台だけあるとか、

そういうものが多いわけです。これをなくすという議論が本当にできるのかどうかという

ことです。 

 翻って将来、有線ブロードバンドがユニバーサルサービスになったときに、地域で１人

しか使っていないというときに、本当にそれをやめていいのかという議論になるわけです。 

 一旦ユニバーサルサービスとしてしまうと、やめるということが非常に難しくなってき

ますので、やめるということを常に考えていかなきゃいけない。特に地方においては人口

も減っていきます。それから将来の技術進歩、先ほどの一番とも関係しますが、市場の変

化がございますので、あまり電話のように技術固定にしてしまうと、後で大変なことにな

るのではないかということでございます。 

 私からは以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。ここで一旦切らせていただいて、事務局からそ

れぞれの委員の御質問なり御意見なりに対して御回答があれば、ぜひいただければと思い

ますがいかがでしょうか。 

【香月事業政策課調査官】  事務局でございます。まず、相田先生からいただきました

御意見でございます。１つ目、ブロードバンドで実際に品質やスピードの低いものを安い

料金で提供している。利用者の選択肢としてそういうこともあるのではないか。 

 そうした点につきましても、先生に御指摘いただきましたように、次回のヒアリングの

中で、実際に低速のサービスというものがどういう形で使われているのかなどについても、

聞ける範囲で、事業者にお願いをしてみたいと思っております。 

 ２つ目でございます。今のような形で、仮にブロードバンドに一定の品質を求めた場合、

それに満たないサービスを提供しているときに、負担を求めるにあたり、それを１カウン

トとしていくのかということでございまして、そこは実際にどのような形で、交付金制度

をつくったときに負担を求めていくかという検討の中で、重要な問題だと思っております

ので、そこでまた不公平感などが生じないような形で、先生の御指摘も踏まえながら考え

ていきたいと思います。 

 それから、林先生からいただいた点でございまして、ブロードバンドをユニバーサルサ

ービスとして支援していく中では技術中立性が重要である。それから将来的には衛星のブ

ロードバンドといったものも考えていくべきではないかという御指摘をいただいたところ
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でございます。 

 今回のユニバーサルサービスの支援の対象としては、本日の資料で申しますと３ページ

で説明をさせていただきましたが、ユニバーサルサービスの３要件に加えまして、提供に

要する費用について支援をする必要があるかどうかということも踏まえて検討していると

ころでございます。 

 ただ、衛星ブロードバンドが今後そういった形で発展していって、他方でそういった３

要件ないしはその提供に要する費用の補填の必要性など、そうした要件に合致していくと

いうことであれば、また制度の見直しということは将来的にも柔軟に考えていく必要があ

るのではないかと思っております。 

 それから、条件不利地域における無線局の開設を促すことについて、事務局の資料の３

４ページ、３５ページ、あとは電波政策懇談会のワーキンググループの資料を付けさせて

いただいたところでございます。その背景について御説明をいただきましてありがとうご

ざいました。 

 電波が公共の財産であり、そうしたものを使っていくという観点で求められていく、期

待される役割があるのではないかということが、移動通信システムワーキンググループで

議論されているというふうに承知しておりまして、こうした点につきましても、電波部と

よく相談しながら検討を進めていきたいと思っております。 

 それから、三友先生からいただいた御意見でございます。競争条件の検討を慎重に行っ

ていくべきではないか。有線ブロードバンドと無線ブロードバンドとの競争関係、また大

規模と中小企業との間の競争関係などを御指摘いただいたところでございます。 

 今回のこの制度ができることによって競争条件をゆがめるというような制度にならない

ように検討していく必要があると思っておりますので、先生の御指摘も踏まえながら、慎

重に考えていきたいと思っております。 

 それから、今後、公衆電話の例を踏まえて、また今後、有線のサービスが仮に無線に移

っていって、有線を使うということがだんだんなくなってきた場合に、やめることができ

ないような仕組みにならないようにしなければならないという御指摘については、実際に

現在、公衆電話で御議論いただいている課題も承知しているところでございますので、先

生にいただいた御指摘も踏まえながら、引き続き枠組みを考えていきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 
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【大橋座長】  ありがとうございます。もし、先ほどの委員で追加がありましたら、後

ほどまた手を挙げていただければと思いますので、先へ進みたいと思います。 

 藤井委員から手が挙がっていますので、お願いできますでしょうか。 

【藤井構成員】  藤井でございます。私からは２点あります。まず１つは20ページです

が、交付金負担の考え方のところの④に、無線ブロードバンドサービスを提供する事業者

について負担対象とするというところがあるかと思います。 

 ここで２つの点を挙げていただいているのですが、これに加えて、恐らく海底ケーブル

の維持費用などはＦＴＴＨの今回のユニバーサルサービスの対象になっているのではない

かと思います。無線のブロードバンドの基地局を設置するに必要な光回線も、海底ケーブ

ルなど共同の設備になるところも多いのではないかと思いますので、そういう意味では単

独の光回線を引くよりもコスト低減、エリア拡大というところに寄与するという説明もで

きるのかと思いました。もし、その説明で問題ないようでしたら、論拠として加えてはど

うかと思いました。 

 もう１つですが、27ページ目の品質についてのところで、通信速度の規定を、最低でも

下り名目速度10Ｍｂｐｓという規定が今回、示されているかと思うのですが、下り10Ｍｂ

ｐｓというと一時代前の基準というように見られるのではないかと思っております。海外

の規定に関する表も提示されていますが、そこと比べても、日本がブロードバンド後進国

になっているという誤解を与えてしまわないかというのが、ちょっと不安に思いました。 

 これらをふまえて、次回ヒアリングをするというところかと思いますので、どのような

課題があってこの速度が決まっているのかというところを少し整理できればと思います。

もし大きな問題なければ、もう少し速い速度で規定したほうが良いのではないかと思った

ところでございます。 

 私からは以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。それでは長田委員、お願いできますか。 

【長田構成員】  長田でございます。ありがとうございます。毎回同じことを繰り返し

申し上げているようで恐縮なのですが、１つは20ページの交付金負担の考え方で、受益者

が誰なのかというところ、事業者全体という表現になっているのですが、今回のこのブロ

ードバンドをユニバーサルサービスにしてでも全国に張り巡らせて、その維持をしていく

というのは、国のデジタル化に呼応していることにもなると思いますので、本当はやっぱ

り政府というのも受益者になるだろうと。 
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 最終的に結局、この維持費等が、受益者だからということでエンドユーザが負担してい

くだけで本当にいいのか。税金だから結局同じということになるかもしれませんが、考え

方としては、そこはきちんと書いておいていただきたいと思っています。 

 それから、速度のところでも、技術のことは全然分からないのですが、相田先生がおっ

しゃっていた実効速度というのでもし規定が可能であれば、本当は実効速度のほうがいい

なと思っています。名目速度というのはあくまでも名目で、モバイルのときの格差もすご

く大きく、同じ名目速度でも実際に出ている速度が全然、社によって違ったりするので、

今すぐは無理にしても、いずれにしろ早い段階で実効速度で規定できるようになるといい

なと思っています。 

 もう１つは有線と無線の技術中立性のところなのですが、私の周りでも、先ほどもお話

がありましたが、１人で暮らしていて、自分が使う範囲ということで考えると有線じゃな

くてもいいという人は本当に増えてきています。お仕事をしている人でも、例えば自分の

うちは家族で暮らしているので有線だけれど、実家というか、地方の家族のところに帰る

ときには、もう無線で全部できるというような人たちも大分増えてきているので、そこは

技術中立性ということで言えば、無線の皆さんにもきちんとユニバーサルサービスとして

考えていっていただくべきだなと思っています。 

 以上です。 

【大橋座長】  ありがとうございます。次に岡田委員、お願いします。 

【岡田構成員】  資料でいくと13ページに絵がありますね。規律の考え方のところです

が、ここで（ア）（イ）（ウ）と３つに分けて絵が描かれておりますが、エンドユーザ向け

の規律というのは広くかかっているのですが、この中でとりわけ、卸役務の扱いをどうす

るかということが論点として挙げられていて、この卸役務についての規律はどのような形

で行うべきかあまり明確にここでは述べられていない形になっていたと思います。 

 １つの考え方として、エンドユーザに係る規律というものが今広くかかっているわけで

すから、ここでそれにまた重ねる形で、卸役務に係る規律をかけることに、どこまで意義

があるのかという疑問があります。 

 基本的な考え方として、（イ）のような卸先への規律は必要最小限とするべきであり、で

は実際にどのような規律が必要なのか私自身あまり明確に思い浮かぶものがないのですが、

例えばよく言われることは、垂直的な取引連鎖の中でのマージンスクイーズであるとか、

競争者の排除行為といった懸念はあるのかもしれませんが、そのような状況が起こるのは
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かなり例外的ではないかなと思います。 

 なので、基本的な考え方としては（ア）及び（ウ）といった規律をきちんと定めること

が肝要で、（イ）は補完的な役割にとどまるべきものであろうと思いました。そこが１つで

す。 

 もう１つは、交付金の負担の考え方が20ページ以降に整理されていたかと思います。こ

の負担金の考え方なのですが、既に幾人かの委員からも御指摘があったように、有線・無

線ブロードバンド双方を広く負担の担い手と捉えていくという考え方に賛成です。 

 その中で、21ページに挙げられている負担金算定の単位として、事業収益に基づくべき

か、契約数に基づくべきかという点については、やはり加入電話と違ってブロードバンド

ではサービスの態様が非常に複雑ですので、ここはなかなか考え方を整理するうえで十分

な情報を持ち合わせておらず、どちらが望ましいか今は意見を申し上げることはできない

と思っております。次回のヒアリング等で、品質等も含めたこの辺りの事情について、ぜ

ひ事業者さんから情報提供をもう少しいただけるといいなと思っています。 

 同じく21ページの３．エンドユーザへの転嫁という点については、これは先ほど三友先

生から公衆電話のユニバーサルサービスの議論を御紹介いただきましたが、やはりエンド

ユーザへの転嫁というのは必然というべきで、そういうことを明確にしていくことで初め

ていろいろなことがクリアになりますし、また、それによって負担額の相場感というもの

も分かります。そういう意味で、転嫁について認めないという考え方は取り得ないのでは

ないかと思います。 

 転嫁の在り方をより明確にしていく方向で考えていくうえで、前々回に試算等もありま

したが、負担額の相場感を踏まえつつ、どのような形でエンドユーザに転嫁していくのか

という枠組みを具体的に検討していく議論もあっていいのではないかと思いました。 

 私からは以上です。 

【大橋座長】  ありがとうございます。大谷委員もお願いいたします。 

【大谷構成員】  日本総研の大谷でございます。各先生から既に様々な御意見をいただ

いているところですので、特に重複のない論点についてだけ意見を述べさせていただきた

いと思います。 

 事務局でかなり幅広いテーマについて上手に整理していただいたところではあるのです

が、やはり議論していかなければいけないのは規律の対象事業者というところだと思いま

す。 
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 10ページにまとめていただいているところでは、利用者への影響の小さい中小規模事業

所を除外し、中小規模であっても支援対象事業者については対象とするという考えが示さ

れているところですが、利用者への影響の大小といったところをどのように考えるのか。

基本的には利用者に一定の影響が生じるものだと思いますので、中小規模の事業者におい

ても一定の規律を適用するという、その程度の規律なら適用可能だというか受け入れられ

るという状況なのかどうかを確認しつつ、中小規模の事業者も含めて適用できるような規

律を考えていく必要があるかと思っております。特に、影響が小さいというのはどの程度

のことを意味するのかといったところについては、事務局の考えているイメージをできれ

ば明らかにしていただければと思います。 

 次のポイントですが、資料で言いますと15ページに、いわゆるラストリゾート事業者の

責務について述べていただいているところですが、もともとラストリゾート事業者は必要

だと思っていたところですが、やはり皆様の議論の中でも、無線ブロードバンドも含めて

未整備エリアの現状を解決するために、技術中立性に配慮した考え方を軸にしながら、今

回のユニバーサルサービス制度を考えていくということでもありますので、ラストリゾー

ト事業者の責務を明確にするということには消極的に考えが変わってまいりました。 

 特定の事業者に同様の責務を課すということが、硬直的な制度に陥りがちではないかと

いう点と、未整備エリアの現状について解決の方策がほかにあるのであれば、特にこうい

う責務を設けなくてもいいのではないかということが言えるかと思います。 

 いずれにしてもこれについては、未整備エリアに対して、あるいは現状、何らかのブロ

ードバンドサービスが提供されているとしても、その品質が十分でないような場所という

のがどの程度あるのかという現状認識にも関わるところだと思いますので、さらに議論を

深めなければいけない論点ではないかと思っております。 

 最後になりますが、30ページのあたりで、役務の品質についてです。役務品質以外の技

術基準に関する検討というところで、停電時の電源確保ですとか、そういった付随的な技

術基準についての考え方ということで、まずは事業者の自主基準の有無などの確認から始

めていくという進め方については賛同しているところなのですが、事業者の自主基準を確

認させていただくとしても、仮に自主基準が全くありませんというか、そのような状態で

あったとしても、やはりユニバーサルサービスとして国民があまねくブロードバンドサー

ビスの提供を受けられるということを目的としている制度だといたしますと、やはり非常

時に使うために何が必要なのかという必要性の観点からも、この点は議論し、自主基準な
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どがもちろんあることは期待したいところですが、なければないで済ませるというような

性質のことではないと理解しているところです。 

 もちろん、全てを交付金のようなもので補填することが必要という認識ではありません

で、ただ、一定の基準を示して、いざというときも安心して使えるブロードバンドサービ

スの在り方というものを共通認識にしていく必要があるのではないかと思っております。 

 ひとまず私からは以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。 

 以上、委員の方々から様々御意見をいただきましたので、事務局のほうで、もしありま

したら、ぜひいただければと思います。 

【香月事業政策課調査官】  事務局でございます。御意見ありがとうございます。 

 まず、藤井先生からいただきました負担の考え方で、海底ケーブルなどの光回線など、

無線ブロードバンドの整備にも役立っているのであれば、そうしたことも理由づけとして

追加するべきではないかという御指摘をいただいたところでございます。 

 この点につきましても、実態などを確認させていただいた上で、先生にいただいた御意

見をぜひ参考にさせていただきたいと思います。 

 それから27ページ、下り10Ｍｂｐｓが後進国に見えてしまうのではないかという点でご

ざいます。諸外国の例に比べますと、確かに御指摘のとおりやや低めの数字ということに

なると思います。 

 諸外国のケースは、ユニバーサルサービスの基金の支援が新しく整備するところにある

というところも踏まえて比較する必要はあるのかなとも思いますが、いずれにしましても、

事業者へのヒアリングの項目の①にも書いておりますが、現状そうした低めのブロードバ

ンドサービスというのがどのくらい提供されているかという実態も踏まえながら、今回交

付金を交付する対象の確定にも関係してまいりますので、先生の御指摘も踏まえて考えて

いきたいと思います。 

 それから、長田先生からいただいた点でございます。政府も受益者であって、政府の役

割ということをよく考えていくべきではないかということでございまして、こうした、今

はユニバの交付金の議論をさせていただいておりますが、政府としても引き続き、こうし

たブロードバンドの整備に対してどういう役割を果たしていくべきかということについて

は、継続して検討していきたいと思っております。 

 それから、名目よりも実効速度のほうが本当はいいのではないかと。そこはまさに御指



 -21- 

摘のとおりでして、名目が仮に高い数字が出ていたとしても、実効速度が出ていないと、

ユーザとしては実際にはその実効速度の範囲内でのサービスしか利用できないわけでござ

います。 

 他方で、実効というのをどのように測っていくかですとか、どのような形で実効を担保

していくことができるのかということで、まず１つの案としては、実効の測定手法という

のを検討し、名目と実効との乖離をなるべく少なくするように促していくということ。そ

れを制度の枠組みとして設けるのか、もう少し弱い形にするのかというようなことはある

と思いますが、そうしたことも視野に入れながら、今度のヒアリングでも、実効速度がど

の程度となっているかということについては、事業者にもプレゼンをお願いしたいと思っ

ております。 

 それから技術中立性ということで、無線も重要であるということで、無線もユニバとし

て考えていくべきではないかという御意見をいただいたところでございます。 

 こうした有線ブロードバンド、無線ブロードバンド、いずれにしてもその提供を確保し

ていく仕組みというのは重要だと思っております。このユニバの交付金という形でサポー

トしていくのか、また、それ以外の手法も考えた上で、そういうサービスの確保を図って

いくか、全体的な枠組みも踏まえながら考えていきたいと思います。 

 次に、岡田先生からいただいた点でございます。まず規律に関しまして、エンドユーザ

向けへの規律がしっかりかかっていれば、卸に重ねてかける必要はあまりないのではない

かという御指摘をいただいたところでございます。 

 まさにこの点については先生方の御意見をいただきたいと思っておりまして、13ページ

で、エンドユーザへの役務提供を確保するという規制の目的に照らし、卸役務を規制する

ことがそもそも必要かどうかという形で問題提起させていただいたところでございます。

いただいた御意見を踏まえまして、また引き続き考えていきたいと思っております。 

 それから、負担の対象として無線ブロードバンドに広げるのも賛成であると。他方で、

負担の算定の単位として、事業収益がいいのか契約数がいいのかということについては、

サービスの内容が多様であるということで、どちらがいいのかということについては、事

業者からのヒアリングなどでもその辺りを確認できないかという御意見をいただいたとこ

ろでございまして、事業者から次回ヒアリングをお願いする際に、そうしたサービス内容

の多様性みたいなことについても、可能な限りお話しいただけるように相談したいと思い

ます。 
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 それから、ユーザへの転嫁についてでございます。転嫁は必然的であり、それを明確に

するということで逆に相場観も分かっていくのではないか。そうした中で、実際にどのく

らいユーザに負担が生じるかといったことも、制度の枠組みと並行して検討していくこと

が必要ではないかという御指摘をいただいたところでございます。 

 前回の非公開会合でも、そのあたりを少し議論させていただきましたが、今後、試算な

どについてももう少し精緻化していき、交付金の全体額がどのぐらいになるか、またそれ

を事業者に負担をお願いした場合、どのくらいのものになってくるかということも継続し

て検討を深めまして、また一定の段階で先生方にも御議論いただきたいと思ってございま

す。 

 それから大谷先生からいただいた点の、まず１つ目でございます。規律の対象としまし

て中小規模の事業者を除くことについて、考え方としてどうかという御意見をいただいた

ところでございます。 

 ここで仮に中小規模の事業者を除外するとした場合、どういう指標にするかどうかとい

うことは、まだ事務局としてもしっかり整理できているところではございません。収入で

すとか契約数ですとか、そういったもののメルクマールなどがあるとは思いますが、まだ

そういった具体的なお話ができるようなところではございませんが、そうした何らかの形

で限定したほうがいいのではないかというのは、事業者の負担軽減、それから行政のコス

トの観点から、そうせざるを得ないのではないかということで、ここで例示として挙げさ

せていただいたところでございます。他方、先生に御指摘いただきましたように、中小規

模の事業者も含め、本来ユニバーサルサービスとして位置づけるのであれば、全ての利用

者に対してサービスの適切、公平・安定的な提供を確保するための枠組みにしていく必要

があるという点や、利用者からすれば、大規模か中小規模かということは関係ないではな

いか、利用者の視点から考えていくべきではないかといった御指摘、また、中小規模事業

者でも課すことが適当と考えられる規律の程度ということも考えていくべきではないか、

そうした御指摘をいただきましたので、この点については改めて、検討していきたいと思

います。 

 それから、ラストリゾートの件についても御指摘をいただきました。ラストリゾートの

責務を課すことになると硬直的になるのではないか、また、無線ブロードバンドによる未

整備エリアの解決策というものがあるのであれば、逆にラストリゾートの責務ということ

をあえて課す必要がないのではないかという御意見をいただきました。 
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 また、未整備エリアで、実際その品質がどの程度になっているかといったことも踏まえ

て考えていくべきではないかという御指摘をいただいたところでございまして、このラス

トリゾートについてどうしていくかについては、まだ事務局としても内部で検討している

ところでございますので、先生にいただいた御意見なども踏まえて、引き続き検討してま

いりたいと思います。 

 それから、技術基準についても御意見をいただきました。自主基準がなかったとしても、

やはりあまねく安定的な提供を確保するという必要性から議論していくべきではないかと

いう御指摘をいただいたところでございます。 

 まさに先生にいただいた御指摘のとおりだと思っております。自主基準というのはあく

まで実際どの程度になっているかということを参考として、まずお聞きしたいと思ってい

るところでございまして、そうした実態も踏まえつつ、また、その必要性の観点から求め

られるところがどこにあるかということについて、今後検討を深められればと思っている

ところでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございました。一通り構成員の方々からお話をいただいて、

かつ事務局からも一応の御回答はいただいた形ですが、もし追加で御意見ありましたら、

お知らせいただければと思います。 

 相田先生、お願いします。 

【相田座長代理】  ただいま御説明のあった、大谷委員からの最後の点について少し補

足させていただきますと、私が先ほども申しましたＩＰネットワーク設備委員会のほうで、

ネットワークに関する安全信頼性対策基準というものをまとめてございます。これは事業

者のネットワーク、あるいは自営網などにも一応全て適用されるものなのですが、実は強

制規格ではなくて、こうするのがお勧めだよという位置付けになっております。 

 電話の場合ですと、電話がユニバーサルサービスだということに鑑みて、各事業者がそ

の安全信頼性対策基準を参考にして自主基準というものを決めて、それを守っていくとい

うことになっていたかと思うのですが、そういう意味で、こういうことをやったらいいよ

というお勧めのものは現状あるわけですが、それをどれだけ強制に近い形に持っていく必

要があるかというようなところで、検討する余地があるということかと思います。 以上

です。 

【大橋座長】  ありがとうございます。 三友委員、お願いいたします。 
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【三友構成員】  三友です。関連の質問なのですが、先ほど大谷先生から災害時のお話

がございました。実は現在の電話のユニバーサルサービスの議論をするときも、やはり一

番念頭にあるのは災害時です。災害時において最低限の通信を確保するというところが、

電話のユニバーサルサービスが担っているかなり大きな部分であると思います。 

 翻って、インターネット、ブロードバンドを考えたときにどういう立て付けにするのか

というのは、そこのところが十分に分からないところもございまして、電話では、基本的

に最低限の通信可能性を提供するというのが基本的な概念だったというふうに私は理解し

ているのですが、今いろいろ御議論がありましたように、10Ｍｂｐｓでは遅いから20Ｍｂ

ｐｓでないと駄目だというような話になってくると、かなり高度なサービスをユニバーサ

ルサービスというふうに位置付けることになるわけであります。 

 そう考えたときに、現行の電気通信事業法の立て付けのままで行けるのか、それとも、

そこも含めて変更する必要があるのか、その点私は法律に疎いので分からないのですが、

むしろ総務省としてどういうふうに考えていらっしゃるのかというのを、ちょっとお伺い

できればありがたいのですが。 

【大橋座長】  ありがとうございます。 

 それでは、三友先生から直接御質問があって、相田先生は情報提供的なところもあった

と思いますが、事務局からいただいてもよろしいですか。 

【香月事業政策課調査官】  事務局でございます。御意見ありがとうございます。 

 相田先生からいただきました点につきまして、技術的な点につきましてはシステム課の

ほうともよく相談しながら検討を進めていきたいと思っております。 

 また、三友先生からいただきました御質問でございます。電気通信事業法の立てつけと

して、今回このブロードバンドサービスをどのように位置付けていくのかということでご

ざいます。 

 現行、電気通信事業法第７条で基礎的電気通信役務というものが規定されているところ

でございまして、ブロードバンドサービスについても、その基礎的電気通信役務として整

備されている規律や交付金の支援の枠組みなどを参考として電気通信事業法の中に取り組

んでいくということを考えてございます。 

 ただ、実際にどのような形でそれが規定されていくかということについては、これまで

会議でもいろいろ御指摘いただいておりますが、電話における状況とブロードバンドにお

ける状況で違うところも多々ございますので、実際に法制化するに当たっては、内閣法制
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局とその辺りの書きぶりなどについては調整していくということになると思っております。 

 以上でございます。 

【大橋座長】  三友先生、よろしいですか。 

【三友構成員】  はい、ありがとうございました。これまでのユニバの定義がそういう

定義でしたので、そのままで行けるのかどうかというのがちょっと心配だったところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。 

 林委員、お願いできますか。 

【林構成員】  １点だけ、総務省の別の研究会で、インターネットトラヒック研究会と

いうのがございまして、御案内のように、「新たな日常におけるインターネットの品質確保

に向けて」ということで報告書案が出されております。 

 その中で、報告書案にもあるのですが、関係する主体で適切に連携して、増大するイン

ターネットのトラヒックに対して連携しながら、混雑緩和や品質の確保を図っていくこと

が一層重要となっているという、そういう御指摘がございますので、総務省の中でのイン

ターネットトラヒック研究会報告書と、あるいはその研究会の議論とのリンクを張ってい

ただいて、お互いが連携する形で、と申しますのも、とりわけこの品質の問題というのは、

このブロードバンド基盤の在り方に関する研究会の議論とも関わってまいりますので、そ

の辺りの連携をお願いできればと思います。 

 以上です。 

【大橋座長】  ありがとうございます。先ほどの相田先生とも重なるところかなと思い

ます。 

 それでは、構成員の方もまた手を挙げていただいて一向に構わないのですが、取りあえ

ずオブザーバーの方から既に手がたくさん挙がっているので、オブザーバーの方にも御発

言をお願いしたいと思います。 

 まずいただいているのがソフトバンクの山田様ですので、お願いいたします。 

【ソフトバンク】  ソフトバンクの山田です。ありがとうございます。私からは、規律

の考え方についてコメントさせていただければと思います。 

 資料の10ページの④に、今回「規律の対象を交付金の交付を受ける者が提供するサービ

スに限定することは適当ではない」と書かれておりますので、これは競争地域で提供され
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ているブロードバンドも含めて規律の対象とするような方向性が示されているものと認識

しています。 

 ここの規律なのですが、資料の８ページにあるような約款の届出義務であるとか料金規

制を含んでいるのであれば、それは適切ではないと考えております。 

 主な理由は２つございます。１つ目は、交付金で今回救済する範囲に比して、競争市場

全体に与える悪影響というのが非常に大きく、競争促進に逆行する動きにはならないかと

いうことを懸念しています。 

 具体的には、約款であるとか料金の規制というものはデタリフ化などを通じて競争が促

進されてきており、それにより参入の拡大であるとかサービスの多様化・低廉化というも

のが行われてきたものと認識しております。 

 今回このような中で、競争市場のブロードバンドに対して新たに約款の規制であるとか

料金の規制を課すということは、明らかにこのような動きと逆行するのではないかと考え

ております。 

 したがいまして、現状の競争市場において、例えば役務提供を拒否するというような事

象であるとか、小売料金が著しく高くなってしまっているというようなことが見られない

のであれば、そこは競争に委ねて、新たな規制を適用する必要性はないのではないかと考

えております。これが１つ目です。 

 もう１つは、基礎的電気通信役務の現行の約款の届出であるとか料金規制というのは、

ＮＴＴ東西の加入電話を前提とした整理であって、それ以外のサービスにそのまま適用す

るのは無理があるのではないかと考えております。 

 電気通信事業法の第19条に定めております約款料金規制の目的ですが、こちらは電気通

信事業法の逐条解説によりますと「極めて高い公共性から、料金その他の提供条件につい

て、行政が事前にその適正性を確保する必要がある」と、このように定義されております。

これに伴って、料金や提供条件に関して、約款変更命令の規定というのもあります。 

 仮に、競争市場における料金にこのような規律を適用した場合に、当該料金というのは

基本的には市場メカニズムによって決定されているものです。 

 したがって、これを行政でどのように適正性を判断するのかというよりも、その適正性

は判断できないのではないかと。それは、仮に行政の介入の余地があるとすれば競争不十

分ということかもしれないのですが、この場合は小売料金以前に、卸料金であるとか接続

料金に問題がないかというほうに手をつけるべきではないかと考えています。 
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 したがって、現状のこの第19条の規定というのを、約款変更命令もあるという中で、今、

競争上提供している事業者に対し届出を求めるというのは、我々としてはなかなか受け入

れ難いところだなと考えております。 

 あと、これに関して、現行の法規制に関する考え方なのですが、先ほど三友先生から、

政策委員会のほうで公衆電話のお話について御紹介がありました。退出規制の話があって、

公衆電話をなかなか減らせないという話がありましたが、私の認識では、これはＮＴＴ法

によるユニバーサルサービス義務の効果として、ＮＴＴが公衆電話を減らせないものと認

識をしております。 

 すなわち、現状、ユニバーサルサービスというのを考えるときに、これは幾つかの規制

が相まって成り立っている制度だと認識しております。具体的には、ＮＴＴ法に定めるユ

ニバーサルサービス義務、あとは電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務に関する規

定による効果。また、同じ事業法でも、交付金を受ける対象としての適格電気通信事業者

による義務に伴う効果。また加えて、プライスキャップを受ける特定電気通信役務の提供

に伴う義務による効果。 

 今まで、電話のユニバーサルサービスというのは、こういった規定というのが全て一つ

になって制度が維持されていたものと認識しています。今回、競争事業者の様々なサービ

スに、この基礎的電気通信役務の提供の考え方を充てるに当たり、その中で電気通信事業

法の基礎的電気通信役務に関する規定を切り出して本当に成り立ち得るのかどうなのかと

いうのは、少し慎重に考える必要があるのではないかと考えております。 

 あと、いろいろとそういった意味で、速度が何Ｍｂｐｓ以上とか、品質基準とか技術基

準についていろいろと今、議論がなされているところですが、例えば今、競争事業者が提

供しているようなサービスがこういった基準を満たさなかった場合に、どういった効果が

生じるのかというのは少し気になるところでございます。 

 例えば、それは基金の補填対象になり得ないというだけだったらいいのですが、例えば

10Ｍｂｐｓとか指定された場合に、じゃあ10Ｍｂｐｓ出ないサービスというのはブロード

バンドサービスと名のってはいけないのか。それとも、そもそもサービス提供が許容され

ないのかといったような話もありますので、その辺りの効果というのも考える必要がある

のかと思っています。 

 もう１点、岡田先生がおっしゃった卸の規律に関してなのですが、これも先ほどの複数

の法律が一つになっていることと関連するのですが、仮にサービス提供事業者に基礎的電
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気通信役務に伴う何らかの義務を背負わせましたといった場合に、卸の条件変更が著しく

大きく変わった場合には、卸を受けている事業者は、その義務が満たされなくなる可能性

があると思います。 

 これまでは、ＮＴＴの電話の役務というのは基本的に自己設備でのサービス提供が義務

づけられていましたので、こういった問題はあまり生じなかったという認識でおります。 

 したがって、こちらについても今回、こういった様々な競争事業者が複数存在する中で、

この辺りの考え方をどういうふうに考えるのかというのは、少し整理が必要なのではない

かと考えております。 

 以上です。 

【大橋座長】  ありがとうございます。 

 次はＫＤＤＩの山本様、お願いします。 

【ＫＤＤＩ】  ＫＤＤＩの山本です。実は、先ほどのソフトバンクの山田様からコメン

トをほとんど言われてしまったようなところではあるのですが、大事なところを少し、繰

り返しになりますが申し上げます。 

 ポイントは、制度の目的に対して手段が相当なのか、つまり過剰ではないかという点で

ございます。 

 スライドの８、エンドユーザ向けの役務提供に関する規律というところですが、これは

先ほどの御指摘と同じですが、今回の政策目的というのは、電話と違って誰も役務提供が

なされない。そこにどうやって事業者にインセンティブを与えて、役務の提供がしっかり

と確保されるのかという、非常に前向きな、みんなが尻込みをするような領域に対してど

うやって制度設計をかけようかというのが本来の目的であります。 

 それに対して、例えばお金の補填を受けて、補填を受けたにもかかわらず提供料金が高

い。これはさすがに料金の適正性を検証するという規律があってしかるべきだと思ってい

ます。あるいは、全国レベルで提供している事業者が、ある特定の条件不利地域だけ狙い

撃ちして料金を高くしている。これも不当であろうと。 

 後者については、現状の電気通信事業法の利用の公平のところで、そんなことをしてい

けないと、既に規律があると我々は理解しておりますので、それに上乗せして規律する必

要はないと思っています。 

 そうしますと、じゃあ補填を受ける事業者が適正な料金で提供をしているのか。こうい

う規律は何がいいかというところで、今回スライドの８の中に、保障契約約款というとこ
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ろが、参考というか考え方のベースとして示されています。 

 これは真ん中の③の※１に書いてありますとおり、この保障契約約款の趣旨は、これは

まさに制度的な、歴史的経緯の中でボトルネック設備を設置されるＮＴＴ東西が、100％の

役務提供義務というのが前提ですが、こういった他の事業者による代替的なサービスが十

分に提供されない役務、つまり競争が働かないというようなことを念頭に置いて、この約

款のサービスの提供条件の規律がなされている。この視点は大事だと思います。 

 つまり、今回の例で言うのであれば、誰も役務提供しないところに唯一役務提供される。

私の理解では今回、確定ではないにしても、補填を受ける事業者が複数であることは想定

していないで、１者、その提供地域の１者になるということであるとすれば、その辺につ

いてはこの発想は正しいのだと思います。ほかの事業者によって役務が提供されない。 

 だからこそ、その唯一の提供事業者が提供する役務の提供料金がお客様にとって不当で

ないかどうか。通常の経営の範囲の中で役務提供するものを超えて、他者からお金をいた

だいて役務提供する、その料金というのは当然にチェックを受けるべきであると考えます。 

 したがって、結論になりますが、全てのブロードバンド事業者に対してこの規律を適用

するというのは、本来の目的を逸脱していると考えております。 

 この制度は、唯一みんなが尻込みをするところのエリアに対して、補填を受けて役務を

提供される事業者をみんなで支えるというものであり、みんなで支える拠出をしながら、

自分で提供している、都市部で提供している料金までその規律を受けるというのは、これ

はちょっと目的が違うのではないかというところでございます。 

 あと、その他品質等については、山田様から御指摘いただいたとおりなので、繰り返し

になるので省略いたしますが、以上、コメントさせていただきました。ありがとうござい

ました。 

【大橋座長】  ありがとうございます。 

 それでは、ＪＡＩＰＡの立石様、お願いします。 

【日本インターネットプロバイダー協会】  立石です。よろしくお願いします。何点か

あります。１つは、技術中立性というところが最初から３ページ目のところから何度か、

度々出てきているわけですが、どこかの研究会でもお話ししたのですが、必ずしも無線が

安いという前提でお話しされているような嫌いがあるのではないかなと思っていまして、

５Ｇなどの地方の期待というのを見ても分かるのですが、そもそも光ファイバがないとこ

ろに、無線はほとんど来ていないというのが一つあって、そういうところに光回線や無線
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を持っていくということは相当高コストになるので、都市部など、それなりの人口がいる

ところと同じような提供条件で本当に提供できるのかや、実際の維持コストですね、どれ

ぐらいかかるかというのは精査する必要があるのではないかなと。 

 北海道のようなところをイメージされていればいいのですが、実は日本はもう全く逆で、

むしろ険しくて光ファイバを引くのが難しいようなところは、アンテナを建てるのも非常

に難しいところが多いので、そんなに簡単に無線で代替できるものではないというのが１

点です。 

 それから、実は私も技術中立性という言葉で、無線もやはりありだと思ってはいたので

すが、ずっと違和感があって、それが何かというのに最近気がついて、それは、有線の場

合は、我々のような中小のＩＳＰでもネットワークの自由度が高くて、例えば固定ＩＰア

ドレスをつくって割り当てるとかから始まって簡単にできるのですが、無線のほうはＭＶ

ＮＯとＭＮＯとの話を、いろいろ課題が出てきているので分かりますように、そう簡単に

ネットワークを自分たちで自由に作れないんです。 

 それを考えたときに、有線と同じような条件で無線も使える、提供されるのであれば、

技術中立性ということを言えるのですが、無線することによって技術は中立になるけれど、

ネットワーク側がもう全然中立ではなくなるという可能性は非常に高いと思います。だか

ら、たちまち、固定ＩＰがなかなかできないというのが１点です。 

 先ほどの３ページの④のところで、有線ブロードバンドの維持が困難となる可能性があ

るという話が出ているのですが、実はもうこの３月にアウトになりかけたところがありま

した。そこは、ＮＴＴが来ないところなのでＡＤＳＬの提供をしていたのですが、ＡＤＳ

Ｌをプライベートカンパニーがやっていたのですが、ＮＴＴが光サービスのエリアを広げ

たんです。そうすると当然、皆さんＡＤＳＬから光に乗り換えてしまうので、ＡＤＳＬエ

リアが激減してしまったということで、本来だとあと２年あった契約を、もう今年の３月

３１日でやめますというので、中には病院もあって、たちまち困っちゃうのですが、撤退

するということになっちゃったからどうしようと。 

 これはＮＴＴが悪いわけでもなく、そのＡＤＳＬ事業者が悪いわけでもないのですが、

それは取りあえず、半年から１年ぐらい何とかいろいろなところが頑張って延ばそうとい

うことで、一応今のところは回避しているみたいなのですが、ＡＤＳＬエリアの中にはさ

っき言いました病院もあって、固定ＩＰを使っているのに、それをＷｉ－Ｆｉじゃなくて

モバイルルータで取りあえず回線を置き換えてレセプトは対応しましょうという話になっ
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て、そうすると固定ＩＰができなくて、みたいな話が現実に起きています。 

 これが３月３１日だったのが何とか延ばしたのですが、そういった事態がある中で、本

当に無線にしちゃって大丈夫ですかねという話はあります。 

 それから、何人かの方がおっしゃっていました実効速度の件ですが、下り10Ｍｂｐｓで

遅いというお話があったのですが、これはやっぱりどこで測るかによって全然変わります。

たちまち、西日本で10Ｍｂｐｓ出ないことはしょっちゅうあります。それは、測るサーバ

ーの先が東日本だからだと思うのですが、３桁が出て、すごい、今日は速いと思ったら、

実は単位がメガじゃなくてキロだったということがしょっちゅうあって、西日本において

はしょっちゅうこれは出てきますので、実効速度というのはやっぱりどこで測るか。 

 それから、ＧＩＧＡスクールとか折り返しの話がやっぱり出てくるのですが、ＧＩＧＡ

スクールなどだと東京で測っても何の意味もないわけで、その地元の折り返しをするのか

と。それはネットワークの構成というのはプロバイダーによって全然違いますので、折り

返しが得意なプロバイダーとそうじゃないプロバイダーもありますし、それをどう見るの

かというのは非常に難しい問題かなと思います。 

 それから８ページの④のところで、ユーザ利用料金はそれほど高くなっていないという

ことがあるのですが、これは公設民営だったりした場合は相当、自治体が負担しています。

自治体が負担することで、ユーザの料金を高くすると入らないからということもあって裏

側から補填しているので、前にちょっとお話しした工事料金についてもそうなのですが、

どこで誰がどうコストを支えているかというのは相当精査しないと、出てきている金額だ

け見て、これは高い安いというのは簡単に言えないのではないかなと思います。 

 あと先日、ＮＴＴ西日本のエリアで、ＩＲＵのところが工事が２か月とか、場合によっ

ては４か月ぐらい工事ができないということがあったので、それは申入れして改善はして

いただいたのですが、どうしても過疎地に関しては、こういったことから始まって、先ほ

どの無線にしても固定のＩＰができなくて困るという、もうありとあらゆる困難が今起き

ています。特にこの２か月ぐらいでそれが起きて、なぜか私のところに集中して来ちゃっ

たので、ちょっとはちはちになっていたのですが、原発の問題でどこかの町長さんが東京

電力の社長にそこに来て住めと言っていましたけれど、これ、３日でも行っていただいた

ら多分分かるので。この時期だから難しいのは難しいのですが。 

 私が感じるのは、皆さんが想像以上に通信環境は良くなくて、競争環境なんかができれ

ば本当にいいのですが、むしろ誰が一抜けるかというのを競争している状況です。 
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 最大の問題は、自治体の担当者に理解がない場合に、そこの住民が最大の不幸を被って

しまうということが起きているので、もちろん制度の問題もあるのですが、今の予算だと、

手を挙げたところしか行かないと。これも前に言ったかもしれないですが、自治体が手を

挙げるのではなくて、住んでいる住民が手を挙げられるような仕組みを作らないと、行か

ないところは永久に行かないかなという気がしています。 

 以上です。 

【大橋座長】  ありがとうございます。 

 ほかに、もし構成員の方も追加でございましたら、皆さん併せていただければと思いま

すが。大丈夫そうですか。 

 オブザーバーの方々も含めて大変多くの御意見をいただきましたが、もし事務局のほう

で何か御回答なり、反応なりできるところがあればいただければと思いますけれども。い

かがでしょうか。 

【香月事業政策課調査官】  御意見ありがとうございます。まず、林先生から、インタ

ーネットトラヒック研究会などとよく連携をするようにという御指摘をいただきまして、

その研究会、それから先ほど申し上げました固定品質測定手法のサブワーキンググループ

なども含めまして、担当課とはよく意見交換をしながら検討を進めたいと思っております。 

 それから、ソフトバンクとＫＤＤＩから規制について御意見をいただいてございます。

今回のこの案ですと競争地域も対象となる。今回、交付金の交付によって支えていくとい

う制度からすると、対象範囲なり手段が過剰なのではないか、それから競争領域に対して

その規制が悪影響を及ぼすのではないかという御意見をいただいたところでございます。 

 今回のこの資料につきましては、テレワークですとか遠隔教育ですとか遠隔医療、そう

したものが人々にとって不可欠なサービスとなってきているという状況を踏まえて、そう

したサービスを適切に安定的に公平に受けられるようにするために、どういう形で制度を

担保していくことがいいかというところから議論をスタートしているところでございます。 

 その際に、サービス提供者側の事情として、経営が苦しいところが撤退してしまうと、

そこに住んでいる人に対してそこのサービスがそもそも提供されなくなってしまう。また、

そうしたものを安定的、適切・公平に提供していくことを維持していくために制度的な規

律の考え方も必要ではないか、そうした全体像の下に議論をさせていただいているところ

でございます。 

 そうしたことを踏まえて今回、基本的原則として有線ブロードバンドサービスを提供す
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る、全てのサービスに提供することを原則とすべきではないかということを書かせていた

だいたところでございます。 

 ただ、御指摘いただきましたように、競争への影響ということを考えるべきではないか、

それから規律のレベルということもよく考えるべきではないかということを御指摘いただ

いておりますので、その点については事務局としても引き続き考えていきたいと思います

し、また研究会でも、先生方に御意見などをいただきたいと思っているところでございま

す。 

 それから、現行のユニバーサルサービスというのはＮＴＴ法ですとか電気通信事業法の

複数の制度が絡み合ってできているものではないかという御指摘をいただいたところでご

ざいます。 

 そこはまさに現行の電話についてはいろいろな規律が設けられているわけですが、今回

ブロードバンドを検討するに当たりましても、例えばラストリゾートの責務などをどう考

えていくかということですとか、あと料金の額については、先ほども御指摘いただきまし

たような特定電気通信役務として現行設けられているような料金の枠組みなどもございま

す。そうしたものも今回、ブロードバンドにおいて必要かどうかということについて、ぜ

ひ御議論いただきたいと思っているところでございます。 

 それから品質について、例えば10Ｍｂｐｓというような品質を設けたときに、それ以下

についてどうするのかということで、今回、仮に10Ｍｂｐｓという数字を置いたとしても、

それ以下のサービスを提供してはいけないということにはならないと思っております。た

だ、10Ｍｂｐｓを超えた場合と超えない場合で、例えば交付金の交付の対象になるかどう

かとか、そうした効果などについては併せて丁寧に整理していく必要があると思ってござ

います。 

 それから、卸の規律についても御指摘をいただいたところでございます。仮に卸先に規

律が課せられたときに、卸元のサービスの条件次第によっては、卸先の規律が守れないこ

とが出てくるのではないかという御指摘をいただいたところでございます。 

 いただいた御指摘も踏まえて、卸の在り方については引き続き検討していきたいと思っ

ております。 

 それから、ＪＡＩＰＡさんからは地方の実態などについて教えていただきましてありが

とうございます。まず技術中立性ということで、実際に光がないところに無線は行かない、

また、無線で必ずしも代替することが難しいのではないかという御指摘ですとか、また、
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有線のようにネットワークの自由度が高くないという御指摘などをいただいたところでご

ざいます。 

 技術中立性ということについては配慮しなければいけないとは思っておりますが、実際

に交付金の仕組みをつくる上では、具体的に設備の維持にかかる費用について算出してい

く必要が出てまいります。その場合に、その設備というのは一旦、現時点では有線にする

とか、その時点その時点で特定していく必要があると思っておりますので、いただいた御

指摘も踏まえながら、引き続き検討していきたいと思っております。 

 それから、実際にＡＤＳＬの撤退があったということなど、地域の実情については検討

の参考とさせていただきます。 

 あと実効速度の観点でも、どこで測るかということが重要ということで、ここも引き続

き、実効速度の測定手法の検討と併せて、その意識を持ちつつ検討していきたいと思って

おります。 

 それから料金についても、実際には公設民営で自治体が負担しているというような状況

があることや、料金についてどういう仕組みになっているかということも考えていくべき

ではないか。それから、地域に住んでいる住民のニーズをくみ取る仕組みが必要ではない

かといった御指摘をいただいたところでございまして、御指摘を踏まえて引き続き考えて

いきたいと思っております。 

 以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。一通り、構成員の方々及びオブザーバーの方々

にもコメントなり御意見を頂戴したところですが、もし追加でございましたら、若干お時

間もございますので、言い残したことがあればぜひいただければと思いますが、いかがで

しょうか。 

【長田構成員】  長田です。ユニバーサルサービスの負担の在り方なのですが、電話の

ユニバーサルサービスのように１番号当たり幾らというように、ほとんどがユーザに転嫁

していく、されているという形については、このブロードバンドについてはちょっと違う

のではないかなと思っています。 

 エンドユーザに結果的に転嫁される形になるということは分かってはいますが、ああい

う形で、自分が待っている番号当たりというのは、このブロードバンドという仕組みの中

では難しいのではないかなと思っています。ということだけを申し上げておきたいと思い

ます。 
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【大橋座長】  ありがとうございます。 

 全国知事会の西村様、よろしいですか。お願いします。 

【全国知事会】  全国知事会の西村です。本日いただきました資料や議論を踏まえて、

知事会としてもまた検討させていただきまして、次回の研究会や今後の取りまとめに向け

て、また提案などお願いをさせていただくことがあるかもしれません。その節はよろしく

お願いいたします。 

 また、第８回の研究会で、知事会からお時間をいただき提言させていただきました内容

につきまして、ぜひ今後の取りまとめに反映していただけるよう、改めてお願い申し上げ

ます。 

 以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。 

 それでは、本日、たくさんの御意見をありがとうございました。いろいろ御意見をいた

だいて、これまでの制度との接続性であるとか、あるいは今回、制度目的に対して手段が

相当しているかどうかという視点。また、そもそも実態がきちっと把握されているのかと

いう御指摘とか、様々いただきました。 

 次回以降、ヒアリングの機会もありますので、そうした点もしっかり踏まえながら、今

後、事務局にもしっかり整理のほうをお願いできればと思っています。 

 それでは、本日、そろそろお時間も参りましたので、ここまでとさせていただければと

思います。事務局より、今後の予定について御説明のほうをいただければと思います。 

【甚田事業政策課課長補佐】  事務局でございます。次回会合の内容及び日時等につき

ましては、また別途御連絡をさせていただきます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

【大橋座長】  それでは、本日はこれにて終了、閉会とさせていただきます。お忙しい

ところ、お時間をいただきましてありがとうございました。 

以上 

 


